
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正 
◆ 4月1日からの現物給与価額について 
◆ 法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて 
◆ 子ども・子育て支援金制度の創設について～「日本年金機構からのお知らせ3月号」～ 
◆ 2026年1月末現在の国民年金の月次保険料納付率は3年経過納付率（最終的な納付率）で84.9％   

 

◆国民年金の事務費交付金が改定 

国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令（令和8年厚生労働省令第22号）が3月6日

に公布・施行された。この改正は、国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令（昭和35年政令

第122号。以下、政令）第2条第1号及び第2号の規定に基づいて行われた。 

 【改正の趣旨】 

国民年金法（昭和34年法律第141号）の規定により、国民年金事業の事務の一部は市町村の法定受託事務とさ

れており、同法第86条の規定により、この事務処理に必要な費用は国により交付される。毎年度各市町村に対

して交付される事務費交付金は、下記の項目の合計額となっている（政令第2条）。この度の改正は、下記の①

の算定に用いる基本額と、①及び②の算定に用いる地域差の係数に関して、令和7年度分について行われた。 

【改正の概要】 

（1）基礎年金等事務に係る人件費算定基礎額の算定に用いる基本額（省令第1条第1号、第3号、第5号）の改定 

・適用等事務の基本額：706円 ⇒ 708円 

・給付事務の基本額：528円 ⇒ 529円 

・免除事務の基本額：1,445円 ⇒ 1,448円  

（2）地域差の係数の改定（省令別表⑴、⑵ 第1条関係） 

  ※級地区分の変更･･･1～7級地＋無級地 ⇒１～5級地＋無級地 

 ・1級地：0.108 ⇒ 0.107  

 ・2級地：0.105 ⇒ 0.095～0.104 

 ・3級地：0.105 ⇒ 0.095～0.103 

 ・4級地：0.103 ⇒ 0.095～0.101 

 ・5級地：0.101 ⇒ 0.094～0.096 

 ・6級地（廃止） 

 ・7級地（廃止） 

 ・無級地：0.094 ⇒ 0.093、0.094 
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Ｔｏｐｉｃｓ│トピックス 

国民年金の事務費交付金 

① 基礎年金等事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分（以下、基礎年金等事務に係る人件費算定基礎

額） 

② 基礎年金等事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分 

③ 福祉年金事務の執行に要する費用のうち人件費に対応する部分 

④ 福祉年金事務の執行に要する費用のうち物件費に対応する部分 



 

◆4月1日からの現物給与価額について 
厚生年金保険および健康保険の被保険者に対して、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給される

ものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算して標準報酬月額が求められる。現物で支給されるも

のが食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」（厚生労働省告示）に定められた額に

基づいて通貨に換算する。改正により4月1日から適用されている現物給付の価額は表1のとおり。すべての都道

府県において、食事の現物給与価額が変更となっている。 

なお、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算する。また、本社と支店等が合

わせて1つの適用事業所になっている本社管理の適用事業所の場合、支店等に勤務する被保険者の現物給与は、

支店等が所在する都道府県の価額が適用される。 

＜表1＞ 4月1日から適用される全国現物給与価額一覧表 

     ＊住宅による現物給与の価額は2026年10月1日より適用 
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Topics  2 



 

◆法人の役員である個人事業主に係る被保険者資格の取扱いについて 

厚労省は３月18日、通知「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」を発出し

た。法人役員の健康保険・厚生年金保険の資格判断基準と、個人事業主等が法人役員としてその資格を有する

かどうかの判断方法を明確化した。 

今般、個人事業主などを形式的に法人役員に就任させ、低額の役員報酬で社会保険に加入させ、実際には報

酬以上の「会費」等を支払わせる、いわゆる「国保逃れ」が横行。本来は国民健康保険・国民年金に加入すべ

き人が、不当に低い保険料で社会保険に加入している事例が問題視されていた。厚生労働省はこうした状況を

受けて、法人の役員及び役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて、下記のとおり明確化

した。 

【法人の役員の被保険者資格の取扱い】 

法人から労務の対償として報酬を受けている役員は、この法人に使用される者として被保険者資格の取得を

行うことになっている。法人の役員に関して、被保険者資格の適用の有無を判断するに当たっては、①その業

務の実態が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか、②その報酬が業務の対価とし

て経常的に支払いを受けるものであるか、を基準として総合的に判断される。 

【法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い】 

上記「法人の役員の被保険者資格の取扱い」に係る判断基準に加えて、❶、❷のような実態の有無により総

合的に判断して適用の有無を判断する。役員である個人事業主等が法人に使用されている実態がないことが確

認された場合は、この個人事業主等は資格喪失届により被保険者資格を喪失させる。 

❶役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いとは認められない場合 

個人事業主等が法人の役員として使用される者に当たると認められるには、役員としての報酬が業務の対価

として経常的に支払いを受けるものであることが必要だが、個人事業主等が法人に対して、役員としての報酬

を上回る額の会費等を支払っている場合は、実質的に業務の対価に見合った報酬を受けているものとは言えず、

原則として、業務の対価としての経常的な支払いがあるものとは認められない。 

❷役員としての業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供と認められない場合 

役員としての業務の実態が、以下のいずれかに該当するものである場合は、原則として、業務が法人の経営

に対する参画を内容とする経常的な労務の提供に当たるものとは認められない。 
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＜参考＞ 上記①・②に該当しないもの 

①に該当しない場合 

・法人の役員会等に出席しているが、法人の役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事していない

場合 

・法人の求めに応じて意見を述べる立場にとどまっている場合 

②に該当しない支払い 

・役員会等への出席について支払われる報酬等 

・旅費など実費弁償的な支払い 

・退職手当※  

※毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる退職手当は報酬等に該当する。 

法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供と認められない業務 

・知識向上のためのアンケートへの回答や勉強会への参加等、その業務の実態が単なる自己研鑽に過ぎな

いもの 

・単なる活動報告や情報共有等、役員としての具体的な指揮監督や権限の行使に当たらず、それ自体が直

接的に法人の経営に参画しているとは認められないもの 

・事業の紹介等についての単なる協力やお願いにとどまっており、労務を提供する義務を負っているとは

認められないもの 



 

◆子ども・子育て支援金制度の創設について 
～「日本年金機構からのお知らせ 3月号」～ 

日本年金機構は3月19日、ホームページ内の「日本年金機構からのお知らせ」3月号において、事業主に対し

て「子ども・子育て支援金制度の創設について」を掲載した。子ども・子育て支援金は、少子化・人口減少が

危機的な状況にあるなかで策定された「加速化プラン」の財源の一部で、子育て世帯に対する給付の拡充を通

じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとなっている。 

子ども・子育て支援には、従来より事業主だけが負担する子ども・子育て拠出金があるが、子ども・子育て

支援金は事業主・被保険者の両者が健康保険料とあわせて、折半で負担する（2026年4月分の保険料から）。 

なお、「日本年金機構からのお知らせ」3月号には、上記以外に「現物給与の価額が改正されます」、「短時

間労働者の『被保険者資格取得届』の届出もれがないかご確認ください」、「令和8年4月から在職老齢年金の

減額になる基準額が65万円に引き上げられます」が掲載された。 

◆2026年1月末現在の国民年金の月次保険料納付率は 

3年経過納付率（最終的な納付率）で84.9％ 

厚生労働省は3月27日、2026年1月末現在の国民年金保険料の納付率を公表した。 

【2023年1月分の納付率】（3年経過納付率） 

対前年同期比0.3ポイント増の84.9％であった。3年経過納付率は最終的な納付率の状況を示すものとなってい

る。納付対象月数は753万月で、納付月数は639万月。 

【2024年1月分の納付率】（2年経過納付率） 

対前年同期比3.1ポイント増の85.6％であった。納付対象月数は752万月で、納付月数は644万月。 

【2025年1月分の納付率】（1年経過納付率） 

1年経過納付率は83.3％であった。納付対象月数は746万月で、納付月数は622万月。 

なお、都道府県別に見ると、納付率が最も高いのは、3年経過納付率で島根県の92.7％、2年経過納付率で新潟

県の92.6％、1年経過納付率で新潟県の91.0％となった。 
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子ども・子育て支援金額 

支援金額＝標準報酬月額（賞与額）×支援金率（2026年度は0.23％） 


